愛知県立　　高等学校　
令和　年　月
臨地実習における電子カルテ適正利用について
(1) 学生用ID・パスワードを取得後、個人の責任において管理する。
(2) 自分のID・パスワードを他人に教えない。
(3) 必ず自分のID・パスワードで電子カルテにログインする。
(4) 他人のID・パスワードは決して使用しない。
(5) 他人のID・パスワードでの閲覧を禁止する。
(6) 医療関係者がログインしている状態の画面を許可なく閲覧することは、禁止する。
(7) 「ログイン」後は「ログアウト」するまで電子カルテから離れない。
(8) 閲覧終了後・離席の際には、直ちにログアウトする。
(9) 受け持ち患者以外の患者情報の閲覧を禁止する。
(10) いかなる方法であっても電子カルテを、コピー・プリントアウト・撮影をしてはいけない。
(11) 以下の場合は、安易にクリック操作をせず、直ちに実習指導者および医療関係者と引率教員に報告する。
・閲覧中のシステムの支障、誤作動が生じた場合
・普段とは違う画面になった場合（警告メッセージの場合も含む）
・パソコンがフリーズした場合
以上のことを遵守し、電子カルテの使用に十分に注意する。
